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【目的】  

 平成２８年度より「障害者差別解消法」が施行され、国公

私立それぞれの学校においても、「合理的配慮」が行われる

ことになった。国公立学校の場合、これは義務であるが、

私立学校においては「努力義務」とされている。そのため、

私立学校においての「合理的配慮」は国公立学校と比べ、

遅れていると言っても過言ではない。文部科学省の実施し

た平成 28 年度特別支援教育体制整備状況調査において、

「国立及び公立に比べ全調査項目で実施率が低い状況であ

る」ことが記されている。私立学校を対象とする全国調査

においても、特別な配慮を要する生徒がいるにも関わらず、

教職員への研修の不十分さ、私学の独自性の尊重、人員配

置などへの余力のなさなどが挙げられている（高橋 2012,

田部 2014）。そこで今回、私立学校における特別支援の特

徴と課題を明確にするため、愛知県私立学校において、特

別な配慮を要する生徒への支援がどのように検討・実施さ

れているか調査した。これをもとに、今後の私立学校にお

ける「合理的配慮」のあり方を検討したい。 

【方法】  

 各学校の状況、意見等を効率的かつ効果的に把握される

ことを念頭に置き、調査分析の設計を行った。回答形式は

選択式を中心とし、選択に不向きと思われる設問について

は記述式とした。教育相談、生活指導、養護教諭等を中心

とした教職員を回答対象者として愛知県私学協会に属する

学校に質問紙を郵送し、質問紙に添えた返信用封筒にて回

収を行った。回答方法や内容に抜け、誤り等かないか確認

し、不備や疑義のある場合は担当者への電話にて確認し、

補足・訂正等を実施した。 配布・回収結果は以下のとおり

である。（調査時期：平成 28 年 6 月〜8 月） 

 小学校 ：配布  1 校、回収  0 校 

 中学校 ：配布 21 校、回収 16 校（76.2%） 

 高等学校：配布 56 校、回収 34 校（60.7%） 

【結果】  

 2015 年度における発達障害と思われる特別な配慮を要

する生徒の在籍状況は中学校 87.5%/高等学校 90.9%（以下

数値のみで記す）であった。障害の判定理由（複数回答可）

は、保護者からの届け出（81.3%/78.8%）、医師の診断書

（43.8%/51.5%）、本人の話・状態からの判断（50.0%/39.4%）

が多く見られた。 

 特別支援教育に対し、学校としての方針を示したり、教

育計画の教職員に対する明確な提示を行ったりしている学

校は、中学校 12.5%、高等学校 9.1%と、決して多いと言え

る数字ではなかった。また、学校として「特別支援コーデ

ィネーター」の指名を行っているかどうかの問いに関して

は、「指名済み」と明確に回答のあった学校が中学校 25.0%、

高等学校 18.2%という状況であった。 

 具体的な配慮の内容として、入学試験に対する何らかの

配慮が行なわれている学校が学校 6.3%、高等学校 9.1%、定

期試験に対しては中学校 31.2%、高等学校 51.5%であった。 

定期考査に対する特別な支援（複数回答可）には、「別室受

験（保健室を含む）を認める」（25.0%/42.4%）、「問題の文

字を大きくする」（18.8%/18.2%）などがあったが、いずれ

も実施しているのは少数であった。その一方、保護者から

具体的な要望を受けている学校もあり、「座席の配慮、指示

の仕方、パニック状態になった時の対応」の要求や、「発達

障害などに配慮できる先生、細かく粘れる先生を担任にし

て欲しい」というものから、「お手洗いの設備整備」、「別室

の利用、生徒指導上の特別指導の方法」の要求など個とし

ての対応から組織的対応が求められるものまで、幅広く見

られた。こうした現状を受け、現場では特別支援教育を進

める上の課題（複数回答可）として「生徒への指導内容や

方法」（68.8%/66.7%）、「特別支援教育に対する校内の意識」

（43.8%/51.5%）、「個別的支援のための人的配置」

（31.3%/51.5%）という声が上がっていた。 

【考察】  

 配慮を要する生徒の在籍状況はこれまでの研究成果(髙

橋：2012,田部:2014)よりも多い結果となった。従来、管理

職や養護教諭を対象とする調査であったが、今回は教育相

談担当や生徒指導担当など、日頃生徒と接する教諭の回答

が多く、関わりの中で実感する部分が反映されてきたもの

と考えられる。しかし、配慮を要する生徒の存在を意識し

ながらも、「特別支援」に関する理解や、対応は著しく遅い。

支援の方針を内外に打ち出す学校は少なく、特別支援コー

ディネーターを指名する学校も文科省の調査結果

（39.4%/42.8%）に比べても遥かに少ない。具体的な合理的

配慮の例として、入学試験に関する配慮や定期試験に関す

る配慮が十分行われていない現状も示した。また、保護者

から寄せられる配慮に対する要望に関しても、合理性をも

って解消しようとするには「個の対応」と「組織としての

対応」の両方含まれていることが明らかとなった。保護者

からの要望だけでなく、教育現場の中でも、これらは「個」

と「組織」の対応を課題とあげる学校が多く、支援のため

の体制が不十分であることが伺える。 

 私立学校の場合、学校の背負う歴史や、資金状態、体制

などが個々の学校毎に異なる。それゆえに「解決すべき課

題、憂慮する問題」の優先順位も学校により異なる。しか

し、学校毎の優先順位は異なっているものの、支援体制が

不十分であることに変わりはない。こうした現状を踏まえ、

髙橋（2012）は私立中学校の特別支援教育推進に対し「国

や行政からの財政的措置は必須の問題」と指摘している。  

各校の努力もさることながら、財政面、あるいは国公立学

校で行なわれる支援態勢、支援情報の共有など、環境改善

のため私学“外部”に求められるものは多いと考えられる。 
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